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又
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検
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○
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

抄

第
十
七
条
の
三
の
三

第
十
七
条
第
一
項
の
防
火
対
象
物(

政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

の
関
係
者
は
、
当
該
防
火
対
象
物
に
お
け
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用

設
備
等(

第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
機
能)

に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
定
期
に
、
当
該
防
火
対
象
物
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
に
点

検
さ
せ
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
自
ら
点
検
し
、
そ
の
結
果
を
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

抄

(
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告)

第
三
十
一
条
の
六

法
第
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
消
防
用
設
備
等
の
点
検
は
、
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
、
一
年
以
内
で
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
期
間
ご
と

に
行
う
も
の
と
す
る
。

２
～
９

（
略
）
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○
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
九
号
（
消
防
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
行
う
点
検
の
期

間
、
点
検
の
方
法
並
び
に
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
）

抄

第
二

点
検
の
内
容
及
び
点
検
の
方
法

点
検
の
内
容
及
び
点
検
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
備
等
設
置
維
持
計
画
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

一

機
器
点
検

次
の
事
項
に
つ
い
て
、
消
防
用
設
備
等
の
種
類
等
に
応
じ
、
別
に
告
示
で
定
め
る
基
準
に
従
い
確
認
す
る
こ
と
。

(

一)

消
防
用
設
備
等
に
附
置
さ
れ
る
非
常
電
源(

自
家
発
電
設
備
に
限
る
。)

又
は
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
正
常
な
作
動

(

二)

消
防
用
設
備
等
の
機
器
の
適
正
な
配
置
、
損
傷
等
の
有
無
そ
の
他
主
と
し
て
外
観
か
ら
判
別
で
き
る
事
項

(

三)

消
防
用
設
備
等
の
機
能
に
つ
い
て
、
外
観
か
ら
又
は
簡
易
な
操
作
に
よ
り
判
別
で
き
る
事
項

二

総
合
点
検

消
防
用
設
備
等
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
作
動
さ
せ
、
又
は
当
該
消
防
用
設
備
等
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
消
防
用
設
備
等
の
総
合
的
な
機
能

を
消
防
用
設
備
等
の
種
類
等
に
応
じ
、
別
に
告
示
で
定
め
る
基
準
に
従
い
確
認
す
る
こ
と
。
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○
昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号
（
消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
を
定
め
る
件
）

抄

消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
は
、
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及
び
非
常
電
源
の
種
別
並
び
に
配
線

及
び
総
合
操
作
盤
の
別
に
応
じ
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

五

泡
消
火
設
備
の
点
検
の
基
準
及
び
点
検
票

別
表
第
五
及
び
別
記
様
式
第
五

［
六
～
三
十
六

略
］

別
表
５

泡
消
火
設
備
の
点
検
基
準

１
機
器
点
検

次
の
事
項
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
。

(
1
)

～(
8
)

（略

）

(
9
)
一
斉
開
放
弁
(
電
磁
弁
を
含
む

)
。

漏
れ

変
形

損
傷

著
し
い
腐
食

電
磁
弁
等
の
端
子
の
緩
み

脱
落
等
が
な
く

機
能
が
正
常
で
あ
る
こ
と

、
、

、
、

、
、

。

(
1
0
)

～(
1
3
)

（略

）

2
総
合
点
検

(
1
)
固
定
式
の
泡
消
火
設
備

非
常
電
源
に
切
り
替
え
た
状
態
で

手
動
式
起
動
操
作
部
の
操
作
又
は
自
動
式
起
動
装
置
の
作
動
に
よ
り
加
圧
送
水
装
置
を
起
動
さ
せ

次
の
事
項
に
つ
い
て
確

、
、

認
す
る
こ
と
。

ア
ポ
ン
プ
方
式

(
ア
)

（略

）

(
イ
)
一
斉
開
放
弁

正
常
に
作
動
す
る
こ
と
。

(
ウ
)
分
布
等

ａ
低
発
泡
を
用
い
る
も
の

全
放
射
区
画
数
の
2
0
％
以
上
の
数
の
区
画
に
お
い
て
水
に
よ
り
放
射
を
行
い

分
布
及
び
放
射
圧
力
が
適
正
で
あ
る
と
と
も
に

当
該
放
射
区
画
の
う
ち

、
、

、

加
圧
送
水
装
置
か
ら
最
遠
の
区
画
に
お
い
て
泡
放
射
を
行
い

混
合
率
及
び
発
泡
倍
率
が
適
正
で
あ
る
こ
と

た
だ
し

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
(
オ
ク
タ
ン
―
1
―
ス

、
。

、
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ル
ホ
ン
酸
)
又
は
そ
の
塩
を
含
有
す
る
消
火
薬
剤
を
使
用
す
る
泡
消
火
設
備
で
あ
っ
て

消
火
薬
剤
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場

、

合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

ｂ

（略

）

(
エ
)

（略

）
イ

高
架
水
槽
方
式
及
び
圧
力
水
槽
方
式

(
ア
)

（略

）

(
イ
)
一
斉
開
放
弁

正
常
に
作
動
す
る
こ
と
。

(
ウ
)
分
布
等

ａ
低
発
泡
を
用
い
る
も
の

全
放
射
区
画
数
の
2
0
％
以
上
の
数
の
区
画
に
お
い
て
水
に
よ
り
放
射
を
行
い

分
布
及
び
放
射
圧
力
が
適
正
で
あ
る
と
と
も
に

当
該
放
射
区
画
の
う
ち

、
、

、

加
圧
送
水
装
置
か
ら
最
遠
の
区
画
に
お
い
て
泡
放
射
を
行
い

混
合
率
及
び
発
泡
倍
率
が
適
正
で
あ
る
こ
と

た
だ
し

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
(
オ
ク
タ
ン
―
1
―
ス

、
。

、

ル
ホ
ン
酸
)
又
は
そ
の
塩
を
含
有
す
る
消
火
薬
剤
を
使
用
す
る
泡
消
火
設
備
で
あ
っ
て

消
火
薬
剤
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場

、

合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

ｂ

（略

）

(
エ
)

（略

）

(
2
)

（略

）


